
標準文書保存期間基準（令和７年度）

大分類 中分類 機密性 完全性 可用性 取扱制限 備考

1 1 文書の管理
等に関する事
項

文書の管理等 行政文書ファイ
ル等の保存期間
及び保存期間満
了時の措置等が
定められた文書

・標準文書保存期間基準 登記情報シ
ステム等

標準文書保
存期間基準

○○年
度

標準文書保存期間
基準

常用 (別表１事項２
２を参酌)

2 2 2

2 ・標準文書保存期間基準の
制定又は改廃に係る決裁文
書

登記情報シ
ステム等

標準文書保
存期間基準

○○年
度

保存期間基準の制
定・改正

１０年 廃棄 (別表１事項２
２を参酌)

2 2 2

3 2 登記情報シス
テム等に関す
る事項

(1)登記情報シス
テム等の運用に
関するもの

登記情報システ
ム等の運用等に
関する文書

・登記情報システム等に関
する訓令・通達その他の例
規類

登記情報シ
ステム等

例規 ○○年 訓令・通達その他
例規

常用 (別表１事項２
２を参酌)

2 2 2

4 ・登記情報システム等以外
（所管外）における訓令・通
達その他の例規類
・理由，新旧対照条文，参照
条文

登記情報シ
ステム等

例規 ○○年 訓令・通達その他
例規（所管外）

常用 2 2 2

5 ・登記情報システム等に関
する操作手引書等

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

登記情報システム
に関するマニュア
ル類（現行）

常用 2 2 2

6 ・登記情報システムに関す
る文書
・登記情報提供システムに
関する文書
・登記情報交換システムに
関する文書
・電子認証に関する文書（シ
ステム関係）
・リプレース関係に関する文
書
・登記事項照会に関する文
書
・業務関連要望に関する文
書

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

登記情報システム
の運用・管理

５年 廃棄 2 2 2

7 ・障害発生報告書
・登記情報等システムに関
する文書（障害に関するも
の）

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

システム障害 ３年 廃棄 2 2 2

8 ・プログラム修正に関する文
書
・プログラム修正管理票

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

プログラム修正 ３年 廃棄 2 2 2

9 ・インシデント票起案文書
・インシデント管理システム
に関する文書

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

インシデント管理シ
ステム

３年 廃棄 2 2 2

10 ・管理者カード管理簿
・管理者カード使用簿
・登記官カード管理簿
・登記官カード受領書

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

管理者カード・登記
官カード

３年 廃棄 2 2 2

11 ・機密性２情報等移送・提供許
可申請書
・機密性３情報等移送・提供許
可申請書
・登記情報等・登記情報システ
ム等端末持出し許可申請書
・法務省管理以外端末利用許
可申請書
・例外措置申請書
・副電子公印データ（別記２１号
様式）
・副電子公印データ保存簿
・プリントサーバパスワード等記
録票
・公印管理機能パスワード管理
簿
・登記情報システム等情報セ
キュリティ及び運用管理規定に
定める報告書
・登記情報システムサーバー
ラック鍵管理簿

登記情報シ
ステム等

情報セキュリ
ティ

○○年
度

登記情報セキュリ
ティ

５年 廃棄 2 2 2

12 ・許可申請，届出等
・障害発生報告書等
・外部電磁的記録媒体管理
簿
・外部電磁的記録媒体使用
簿
・外部電磁的記録媒体年次
報告に係る決裁文書

登記情報シ
ステム等

情報セキュリ
テイ

○○年
度

法務省情報セキュ
リティ

３年 廃棄 2 2 2

13 ・地図情報システムに関す
る文書

登記情報シ
ステム等

地図情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

地図情報システム
の運用・管理

５年 廃棄 2 2 2

14 ・登記情報システム等に関
する操作手引書等について
改訂により使用しなくなった
操作手引書等

登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム運用
管理

○○年
度

登記情報システム
に関するマニュア
ル類（非現行）

３年 廃棄 2 2 2

15 (2)会議・会同等
に関するもの

①会議・会同等
の準備に関する
文書
②会議・会同の
決定内容又は了
解内容が記録さ
れた文書

・会議・会同等の開催等に
係る決裁文書

登記情報シ
ステム等

会議・会同 ○○年
度

会議・会同計画報
告

３年 廃棄 2 2 1

16 (3)登記情報シス
テム等の計画・報
告に関するもの

記情報システム
等の計画・報告
に関する決裁文
書

・事務連絡 登記情報シ
ステム等

登記情報シ
ステム事務

○○年
度

登記情報システム
一般

１年 廃棄 2 2 2

17 3 文書の管理
等に関する事
項

文書の管理等 ①取得した文書
の管理を行うた
めの帳簿

・受付簿 登記情報シ
ステム

管理するた
めの帳簿

○○年 受付簿 ３年 廃棄 2 2 2

18 ・決裁簿 登記情報シ
ステム

管理するた
めの帳簿

○○年 決裁簿 ３年 廃棄 2 2 2

19 ・文書収発日記簿 登記情報シ
ステム等

管理するた
めの帳簿

○○年 文書収発日記簿 １年 廃棄 2 2 2

20 ・送付簿 登記情報シ
ステム

管理するた
めの帳簿

○○年
度

送付簿 ３年 廃棄 2 1 1

岡山地方法務局登記情報システム管理官　標準文書保存期間基準

格付け

業務の区分 参考事項行政文書の具体例
名称（小分類）

当該業務に係る
行政文書の類型

保存期間満
了時の措置

分類例

保存期間 (規則別表１の
関連事項)

事　項
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岡山地方法務局登記情報システム管理官　標準文書保存期間基準

格付け

業務の区分 参考事項行政文書の具体例
名称（小分類）

当該業務に係る
行政文書の類型

保存期間満
了時の措置

分類例

保存期間 (規則別表１の
関連事項)

事　項

21 ・秘密文書収発日記簿 登記情報シ
ステム等

管理するた
めの帳簿

○○年 秘密文書収発日記
簿

３年 廃棄 3 2 2 取扱注意

22 ・秘密文書管理簿 登記情報シ
ステム等

管理するた
めの帳簿

○○年 秘密文書管理簿 ５年 廃棄 3 2 2 取扱注意

23 ②行政文書ファ
イル等の管理に
関する文書

・行政文書ファイルの管理に
関する決裁文書
・移管に関する決裁文書
・廃棄に関する決裁文書

登記情報シ
ステム等

行政文書の
管理

○○年
度

行政文書ファイル
等の管理

５年 廃棄 2 2 2

24 ・承認書，移送書，受領書，
報告書

登記情報シ
ステム等

集中書庫 ○○年
度

寄託保管書類に関
するつづり込み帳

作成した日
の属する年
の翌年から
10年

廃棄 2 2 2

25 ・寄託保管書類保存簿 登記情報シ
ステム等

集中書庫 ○○年
度

寄託保管書類保存
簿

作成した日
の属する年
の翌年から
30年

廃棄 2 2 2

26 ・庶務往復文書 登記情報シ
ステム等

行政文書の
管理

○○年
度

庶務照会回答 ３年 廃棄 2 2 2

27 職員の人事に
関する事項

・出張承認申請 登記情報シ
ステム等

出張 ○○年
度

出張計画書・旅程
表

５年 廃棄 1 1 1

29 ・業務命令簿 登記情報シ
ステム等

出張 ○○年
度

業務命令簿 ５年 廃棄 2 1 1

30 5 職員の人事に
関する事項

(1)職員の勤務時
間・休暇等に関
すること

①超過勤務に関
する文書

・超過勤務等命令簿 登記情報シ
ステム等

勤務時間・
休暇

○○年
度

超過勤務等命令簿 ６年 廃棄 2 1 1

31 ②出勤に関する
文書

・出勤簿 登記情報シ
ステム等

勤務時間・
休暇

○○年 出勤簿 ５年 廃棄 2 1 1

32 ③休暇に関する
文書

・休暇簿 登記情報シ
ステム等

勤務時間・
休暇

○○年 休暇簿 ３年 廃棄 2 1 1

④勤務時間の割
振りに関する文
書

・週休日の振替・代休日の
指定に関する文書

登記情報シ
ステム等

勤務時間・
休暇

○○年 週休日の振替・代
休日の指定

３年 廃棄 2 1 1

33 ・テレワーク勤務管理表
・テレワーク実施日の通知・
確認簿

登記情報シ
ステム等

勤務時間・
休暇

○○年
度

テレワーク勤務管
理表

３年 廃棄 2 1 1

35 (3)人事の報告に
関する文書

・人事に関係する
その他の決裁文
書

・人事往復書類 登記情報シ
ステム等

人事管理 ○○年
度

人事照会報告 ３年 廃棄 2 2 2

36 6 一般国民から
寄せられる意
見要望に関す
る事項

一般国民から寄
せられる意見要
望に関すること

意見要望に関す
る文書

・一般国民から寄せられる
意見要望
・意見要望の処理に関する
文書
・意見等収集カード
・意見等収集カード管理簿

登記情報シ
ステム等

意見要望 ○○年
度

意見要望データ
ベース

５年 廃棄 2 2 2

37 7 予算及び決算
に関する事項

歳入及び歳出の
決算報告書並び
に国の債務に関
する計算書の作
製その他の決算
に関する経緯（物
品の管理）

会計課への報告
に関する文書

・会計往復文書
・備品持出管理簿

登記情報シ
ステム等

物品管理 ○○年
度

会計照会報告 ３年 廃棄 2 2 2

38 8 防災及び警備
に関する事項

(1)防災に関する
こと

防犯・防災に関
する文書

・防犯防災確認簿 登記情報シ
ステム等

防災 ○○年 防犯防災確認簿 １年 廃棄 2 1 1

（注）
　　 法律又はこれに基づく命令の規定により行政文書の保存期間が定められているものについては，参考事項欄に当該法令の名称を記載する。

　本基準に掲げられていない事項が発生したときは，法務省行政文書管理規則の別表１及び本基準を参酌しつつ，文書管理者において，保存期間及び保存期間満了時の措置について設定することとす
る。

4

　※参考事項欄に記載する根拠法令の略語について
　　 「人事」・・・人事院規則
　　 「内閣」・・・人事記録の記載事項等に関する内閣府令
　　 「統計」・・・人事統計報告に関する政令（昭和４１年政令第１２号）
 　　「○○」･･･○○○○

歳入及び歳出の
決算報告書並び
に国の債務に関
する計算書の作
製その他の決算
に関する重要な
経緯（給与係の
所掌に関するも
の）

歳出の決算報告
書並びにその作
成の基礎となっ
た意志決定及び
当該意志決定に
至る過程が記録
された文書

備　考
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